現況説明書

　　年　　月　　日
米子市長　様


本店所在地　　　　　　　　　　　　　　　
法人名　　　　　　　　　　　　　　　　
代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　
電話番号　　　　　　　　　　　　　　　
　
	1. 法人としての活動(開業準備や残務整理、資産管理等を含む)の一切を廃止した日
	　　年　　月　　日

	2. 事務所を閉鎖(売却、取り壊し又は賃貸契約解除等)した日
	　　年　　月　　日


	3. 従業者全員(役員、清算人及びアルバイト等を含む)を退職・解雇等した日
	　　年　　月　　日

	4. ☐　今後、事業再開の見込みはない

	5. ☐　国・県へ休業の届出をしている

	6. その他






法人の現況（必要事項を記入し、該当する ☐ に✓を付してください。）
· 1～5のすべてに該当し、市内に事務所等を有さないと認められた場合は、法人市民税の課税を停止します。
· 休業届及び現況説明書の提出後、法人としての活動があったと認められる場合は、休業を取り消し、遡って課税されることがあります。
· 事業を再開されたときは、すみやかに再開の届出をしてください。一時的な休業の場合は、遡って課税されることがあります。
· [bookmark: _GoBack]法人県民税均等割の課税対象となる場合は、法人市民税均等割も課税されます。
